
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                         

一 

○
福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                       

三 

　福
島
県
企
業
局 

○
福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程                                   

四 

　福
島
県
病
院
局 

○
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程                                   

六 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
五
十
号 

　
　
　福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　第
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

　八

　法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
関
す
る
こ
と
。 

　第
五
条
第
一
項
表
以
外
の
部
分
中
「
（
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
の
委
託
及
び
支
出
の
事
務
の

委
託
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

　法
第
二
百
四
十
三 

特
に
重
要
と
認
め
ら 

14
　条
の
二
か
ら
第
二
百 

れ
る
も
の
を
除
き
、 

　四
十
三
条
の
二
の
六 

部
長

　
　
　
　
　
　

 

　ま
で
の
規
定
に
よ
る

　指
定
公
金
事
務
取
扱

　者
に
関
す
る
こ
と
（
法

　第
二
百
四
十
三
条
の

　二
第
一
項
の
規
定
に

　よ
る
指
定
、
同
条
第

　九
項
の
規
定
に
よ
る

　措
置
、
同
条
第
十
項

　の
規
定
に
よ
る
報
告

　の
徴
求
及
び
法
第
二

　百
四
十
三
条
の
二
の

　三
第
一
項
の
規
定
に

　よ
る
指
定
の
取
消
し

　を
除
く
。
）

　
　
　

　第
四
十
七
条
の
見
出
し
中
「
私
人
に
」
を
削
り
、
同
条
中
「
施
行
令
第
百
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
法

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
私
人
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
る
。 

　第
四
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

　（
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
委
託
に
係
る
通
知
） 

第
四
十
八
条

　法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
入
の
徴

　収
の
事
務
を
委
託
し
た
と
き
は
、
会
計
管
理
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

　法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
入
（
歳
入
歳
出
外

　現
金
を
含
む
。
以
下
「
歳
入
等
」
と
い
う
。
）
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
と
き
は
、
会
計
管
理
者

　に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
歳
入
（
歳
入
歳
出
外
現
金
を
含
む
。
）
」
を
「
歳
入
等
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
及
び
第
五
項
中
「
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
第
百
五
十
八
条
第
一
項
各
号
」
に

改
め
る
。 

　第
六
十
一
条
中
「
施
行
令
第
百
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
に
改

め
る
。 

　第
八
十
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

　十
三

　債
権
者
の
指
定
す
る
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
情
報
の
閲
覧
の
用
に

　
　供
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
で
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
そ
の
他
の
記
号
及
び
そ
の
体
系
で
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録

　
　で
送
信
可
能
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
閲
覧
の
際
に
、
一
の
送

　
　信
元
識
別
符
号
に
よ
つ
て
特
定
さ
れ
た
一
の
ペ
ー
ジ
と
し
て
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ

　
　る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
か
ら
発
行
さ
れ
る
書
面
に
よ
り
支
払
う
経
費
で
、
金
額
及
び
支

　
　払
先
が
明
ら
か
な
も
の 

　第
九
十
条
の
三
第
二
項
中
「
そ
の
他
金
融
機
関
又
は
」
を
削
る
。 

　第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
第
百
六
十
五
条
の
五
」
を
「
第
百
六
十
五
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
第
百
六
十
五
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

　第
百
十
二
条
第
二
項
中
「
千
万
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
工
期
が
百
日
以
上
」
を
「
三
百
万
円
以
上
」
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に
改
め
る
。 

　第
百
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
公
金
の
支
出
の
委
託
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
施
行
令
第
百
六
十
五

条
の
三
第
一
項
」
を
「
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
私
人
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱

者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２

　法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
支
出
の
事
務
を
委
託

　し
た
と
き
は
、
会
計
管
理
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
は
、
委
託
さ
れ
た
支
出
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
支
出
権
者
を
経
由

　し
て
会
計
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　第
百
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
百
六
十
五
条
の
七
」
を
「
第
百
六
十
五
条
の
六
」
に
改
め
る
。 

　第
二
百
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２

　前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
す
る
こ
と
が
効
果
的
か
つ
適
切
で
あ
る
場

　合
に
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
シ
ス
テ
ム
の
活
用
等
に
よ
り
遠
隔
地
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

　第
二
百
二
十
七
条
第
十
号
中
「
協
定
」
を
「
協
定
等
」
に
、
「
食
料
又
は
物
品
を
購
入
す
る
」
を
「
食

料
、
物
品
若
し
く
は
備
品
の
購
入
、
委
託
業
務
又
は
資
機
材
の
使
用
若
し
く
は
賃
借
を
行
う
」
に
改
め

る
。 　第

二
百
二
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５

　契
約
の
相
手
方
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
保
証
を
証
す
る
書
面
の
提
出
に
代
え
て
、
電
子
情

　報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
（
以
下
「
電
磁
的
方

　法
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
保
証
契
約
の
相
手
方
た
る
銀
行
若
し
く
は
確
実
と
認
め
る
金
融

　機
関
又
は
保
証
事
業
会
社
が
定
め
、
発
注
者
が
認
め
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

　に
お
い
て
、
契
約
の
相
手
方
は
、
当
該
保
証
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

　第
二
百
七
十
六
条
第
一
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二

の
八
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。 

　第
二
百
七
十
七
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の

八
第
一
項
後
段
」
に
改
め
る
。 

　第
二
百
九
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

　（
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
） 

第
二
百
九
十
四
条

　法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定

　し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
会
計
管
理
者
に
合
議
（
教
育
長
及
び
警
察
本
部
長
に
あ
つ
て
は
、
協
議
。

　第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

　知
事
は
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務

　を
委
託
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　一

　当
該
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地 

　二

　当
該
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
等
又
は
歳
出 

　三

　指
定
を
し
た
日 

　四

　委
託
を
し
た
日 

３

　知
事
は
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
か
ら
前
項
第
一
号
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
の
届
出
が
あ
つ

　た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４

　法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
を
取
り
消

　そ
う
と
す
る
と
き
は
、
会
計
管
理
者
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５

　知
事
は
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定

　を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６

　法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
金
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
同
項
の
規

　定
に
よ
り
当
該
委
託
を
受
け
た
公
金
事
務
の
一
部
に
つ
い
て
、
公
金
事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行

　す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
施
行
令
第
百
七
十
三
条
第
一
項
各
号
の
要
件
を
満
た
す
者
に
委
託
を

　す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
委

　託
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７

　前
項
の
規
定
に
よ
り
公
金
事
務
の
一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
当
該
委
託
を
し
た
指
定
公
金
事

　務
取
扱
者
の
許
諾
を
得
た
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
公
金
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と

　が
で
き
る
者
と
し
て
施
行
令
第
百
七
十
三
条
第
一
項
各
号
の
要
件
を
満
た
す
者
に
対
し
て
す
る
と
き

　に
限
り
、
そ
の
一
部
を
再
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
公
金
事
務
取
扱

　者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
再
委
託
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８

　前
項
の
規
定
に
よ
り
公
金
事
務
の
一
部
の
再
委
託
を
受
け
た
者
は
、
当
該
公
金
事
務
の
一
部
の
委

　託
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

９

　会
計
管
理
者
は
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
及
び

　臨
時
に
公
金
事
務
の
状
況
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
指
定
公
金

10
　事
務
取
扱
者
に
対
し
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
す
る
公
金
事
務
に
関
し
て
は
、

11
　そ
の
都
度
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

　別
表
第
一
中
「
福
島
県
立
富
岡
支
援
学
校
」
を
「
福
島
県
立
ふ
た
ば
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「 

 
 

 

以
下
の 

 
 

 
 

 

場
合
に 

 
 

 
 

 

あ
つ
て 

 
 

 
 

 

は
、 （

　）

  
 

 
 

 
 

書
に
よ 

 
 

 
 

 

る
こ
と 

 
 

 
 

 

が
で
き 

 
 

 
 

 

る
。

　

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「 

 
 

 
 

 

単
価
契 

 

・
単
価 

 
 

 
 

 
 

 

約
に
よ 

 

契
約
に 

 
 

 
 

 
 

 

る
も
の
、 

 

よ
る
も 

 
 

 
 

 
 

 

警
察
等 

 

の

　
　

 
 

 
 

 
 

 
 

の
委
託 

 

・
警
察 

 
 

 
 

 
 

 

料
で
捜 

 

等
の
委 

 
 

 
 

 
 

 

査
関
係 

 

託
料
で 

 
 

 
 

 
 

 

の
も
の 

 

捜
査
関 

 
 

 
 

 
 

令和 6年 3月29日　金曜日 福 島 県 報 号外第22号 2



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

又
は
社 

 

係
の
も 

 
 

 
 

 
 

　別
表
第
四
（
そ
の
一
） 

の
項
中 

会
福
祉 

　を 

の

　
　

 

　に
改
め
、
同
表
（
そ
の
二
） 

12

 

法
に
基 

 

・
社
会 

 
 

 
 

 
 

 

づ
く
も 

 

福
祉
関 

 
 

 
 

 
 

 

の
に
あ 

 

係
法
に 

 
 

 
 

 
 

 

つ
て
は
、 

 

基
づ
く 

 
 

 
 

 
 

 
 （

　） 

書 
 

も
の

　

 
 

 
 

 
 

 
 

に
よ
る 

 

・
家
畜 

 
 

 
 

 
 

 

こ
と
が 

 

伝
染
病 

 
 

 
 

 
 

 

で
き
る
。

 

発
生
時 

 
 

」

 
 

 

等
に
お 

 
 

 
 

 

け
る
防 

 
 

 
 

 

疫
対
策 

 
 

 
 

 

業
務
に 

 
 

 
 

 

関
す
る 

 
 

 
 

 

協
定
等 

 
 

 
 

 

に
よ
る 

 
 

 
 

 

も
の

　

 
 

」

６
の
項
中
「
私
人
に
対
す
る
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
へ
の
」
に
改
め
る
。 

　別
表
第
七
中
「
福
島
県
立
富
岡
支
援
学
校
」
を
「
福
島
県
立
ふ
た
ば
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。 

　第
六
十
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
を
削
り
、
第
六
十
二
号
様
式
（
そ
の
二
）
を
第
六
十
二
号
様
式
と
す

る
。 　

　
　附

　則 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前

日
に
お
い
て
現
に
公
金
の
徴
収
若
し
く
は
収
納
又
は
支
出
に
関
す
る
事
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
従
前
の
公
金
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
て
い
る
者
（
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
五
年
法
律
第
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
に
当
該
従
前
の
公
金
事
務
を
行
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
財

　政

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
五
十
一
号 

福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
二
十
五
章

　納
入
通
知
書
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
等
収
入
（
第
百
六
条
︱
第
百 

　
　
　
　
　「
第
二
十
五
章

　納
入
通
知
書
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
等
収
入
（
第
百
六
条
︱
第 

八
条
）
」
を 

　
　
　
　
　
　第
二
十
六
章

　農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の
物
品
売
払
代
金
収
入
（
第
百
九
条
・
第
百
十
条 

百
八
条
） 

　
　
　
　
　に
改
め
る
。 

）

　
　
　」 

第
一
条
中
「
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）

第
百
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
並
び
に
納
入
通
知
書
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

等
収
入
」
を
「
、
納
入
通
知
書
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
等
収
入
並
び
に
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の

物
品
売
払
代
金
収
入
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
、

第
六
十
七
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
条
、
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
九
条
中
「
施
行

令
第
百
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
受
け
た
者
」
を
「
受
け

た
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
る
。 

第
九
十
二
条
中
「
施
行
令
第
百
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
法
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
も

の
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
る
。 

第
百
一
条
及
び
第
百
六
条
中
「
施
行
令
第
百
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第

一
項
」
に
、
「
受
け
た
者
」
を
「
受
け
た
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
五
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

第
二
十
六
章

　農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の
物
品
売
払
代
金
収
入 

（
領
収
書
の
発
行
） 

第
百
九
条

　受
託
者
（
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の
物

品
売
払
代
金
収
入
の
収
納
事
務
の
委
託
を
受
け
た
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
現
金
を
収
納
し
た
と
き
は
、
納
入
者
に
対
し
別
に
定
め
る
領
収
書
を
交
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
金
融
機
関
等
へ
の
払
込
み
） 

第
百
十
条

　受
託
者
は
、
月
の
末
日
ま
で
に
収
納
し
た
歳
入
の
内
容
を
示
す
計
算
書
を
翌
月
十
五
日
ま

で
に
収
入
権
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
日
が
休
日
等
に
当
た
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
日
の
翌
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

　収
入
権
者
は
、
受
託
者
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
の
あ
つ
た
計
算
書
に
基
づ
く
歳
入
に
係
る

納
入
通
知
書
（
財
務
規
則
第
四
十
号
様
式
）
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３

　受
託
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
計
算
書
に
基
づ
く
歳
入
を
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

送
付
さ
れ
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
、
収
入
権
者
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い

込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
が
休
日
等
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら

の
日
の
前
日
ま
で
に
こ
れ
を
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附

　則 
こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
財

　政

　課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
企
業
局 
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福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  
令 和 ６ 年 ３ 月 29 日  

福 島 県 知 事 　 内 　 堀 　 雅 　 雄  
福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 １ 号  

福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  
福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 （ 昭 和 44 年 福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  
第 50 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  
⒀ 　 債 権 者 の 指 定 す る ウ ェ ブ ペ ー ジ （ イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し た 情 報 の 閲 覧 の 用 に 供

さ れ る 電 磁 的 記 録 で Ｈ Ｔ Ｍ Ｌ そ の 他 の 記 号 及 び そ の 体 系 で 作 成 さ れ た 電 磁 的 記 録 で
送 信 可 能 化 さ れ た も の で あ つ て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し た 閲 覧 の 際 に 、 一 の 送 信
元 識 別 符 号 に よ つ て 特 定 さ れ た 一 の ペ ー ジ と し て 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 さ れ る
こ と と な る も の を い う 。 ） か ら 発 行 さ れ る 書 面 に よ り 支 払 う 経 費 で 、 金 額 及 び 支 払
先 が 明 ら か な も の  

第 56 条 第 １ 項 中 「 第 21 条 の 13 」 を 「 第 21 条 の 12 」 に 改 め る 。  
第 65条 第 ２ 項 中 「 1 ,000万 円 以 上 で あ り 、 か つ 、 工 期 が 100日 以 上 」 を 「 300万 円 以 上 」

に 改 め る 。  
第 1 5 4 条 の ６ 中 第 ４ 号 を 削 り 、 第 ５ 号 を 第 ４ 号 と す る 。  
第 178条 第 １ 項 中 「 100分 の ５ 以 上 」 の 次 に 「 の 額 」 を 加 え 、 「 、 100分 の 10以 上 ） の 額 」

を 「 100分 の 10以 上 の 額 、 電 子 入 札 （ 所 要 の 事 項 を 入 札 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出
力 装 置 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） か ら 入 力 し 、 当 該 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 契
約 権 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ せ る こ と （ 以 下 「 電 子 入
札 記 録 」 と い う 。 ） に よ り 行 う 入 札 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 方 法 に よ り 契 約 を 締 結 す る
不 動 産 又 は 動 産 の 売 払 い に あ つ て は 予 定 価 格 の 100分 の 10以 上 の 額 で あ つ て 契 約 権 者 が 定
め る 額 ） 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  
５ 　 契 約 の 相 手 方 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 当 該 保 証 を 証 す る 書 面 の 提 出 に 代 え て 、 電 子 情

報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 （ 以 下 「 電 磁 的 方
法 」 と い う 。 ） で あ つ て 、 当 該 保 証 契 約 の 相 手 方 た る 銀 行 若 し く は 、 確 実 と 認 め る 金
融 機 関 又 は 保 証 事 業 会 社 が 定 め 、 発 注 者 が 認 め た 措 置 を 講 ず る こ と が で き る 。 こ の 場
合 に お い て 、 契 約 の 相 手 方 は 、 当 該 保 証 を 証 す る 書 面 を 提 出 し た も の と み な す 。  
第 1 9 4 条 第 １ 項 中 「 （ 所 要 の 事 項 を 入 札 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） か ら 入 力 し 、 当 該 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 契 約 権 者 の 使
用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ せ る こ と （ 以 下 「 電 子 入 札 記 録 」 と
い う 。 ） に よ り 行 う 入 札 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 る 。  

第 1 9 5 条 第 １ 項 中 「 電 子 入 札 」 の 次 に 「 （ 不 動 産 又 は 動 産 の 売 払 い に 係 る も の を 除
く 。 ） 」 を 加 え る 。  

第 196 条 中 「 100 分 の ３ 以 上 の 額 」 の 次 に 「 （ 不 動 産 又 は 動 産 の 売 払 い に 係 る 電 子 入 札
に あ つ て は 、 当 該 入 札 に 係 る 予 定 価 格 の 1 0 0 分 の 1 0 以 上 の 額 で あ つ て 契 約 権 者 が 定 め る
額 ） 」 を 加 え 、 「 担 保 と し て 」 を 削 り 、 「 有 価 証 券 を 」 を 「 有 価 証 券 （ 不 動 産 又 は 動 産
の 売 払 い に 係 る 電 子 入 札 に あ つ て は 、 当 該 有 価 証 券 又 は 当 該 入 札 に 関 し て 契 約 権 者 の 利
用 す る 電 子 入 札 シ ス テ ム を 管 理 す る 事 業 者 が 発 行 す る と こ ろ の 当 該 入 札 に 参 加 し よ う と
す る 者 が 当 該 入 札 に 係 る 入 札 保 証 金 を 支 払 う に 足 り る 資 力 を 有 す る 旨 の 保 証 証 書 ） を 担
保 と し て 」 に 改 め る 。  

第 216 条 中 「 第 21 条 の 14 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 21 条 の 13 第 １ 項 第 １ 号 」 に 改 め る 。  
第 216条 の ２ 第 １ 項 中 「 第 21条 の 14第 １ 項 」 を 「 第 21条 の 13第 １ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ３

項 中 「 第 21 条 の 14 第 １ 項 第 ３ 号 」 を 「 第 21 条 の 13 第 １ 項 第 ３ 号 」 に 改 め る 。  
第 228条 第 １ 項 中 「 第 243条 の ２ 第 １ 項 各 号 」 を 「 第 243条 の ２ の ８ 第 １ 項 各 号 」 に 改 め

る 。  
第 2 2 9 条 中 「 第 2 4 3 条 の ２ の ２ 第 １ 項 後 段 」 を 「 第 2 4 3 条 の ２ の ８ 第 １ 項 後 段 」 に 改 め

る 。  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「  　 　 「  　 　 　 「  　
 特 別 収 益 　   特 別 利 益 　   そ の 他 特  
　 別 表 第 １ 収 益 勘 定 の 表 中   　 を   　 に 、   
   収 益
　  」  」

    「   
別  そ の 他 特 別   

　 を   　 に 改 め る 。  
 利 益  
」 」
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福
島
県
病
院
局 

　
　
　
　
　
　
　

 
                                   

　 別 表 第 一 費 用 勘 定 の 表 に 備 考 と し て 次 の よ う に 加 え る 。  
　 事 項 及 び 事 業 に つ い て は 、 管 理 者 が 別 に 定 め る 。  
      附   則  
　 こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 企 業 総 務 課 ）  
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福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  
令 和 ６ 年 ３ 月 29 日  

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 　 阿 　 部 　 正 　 文 　  
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ４ 号  

福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  
福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 （ 平 成 16 年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  
第 43 条 第 １ 項 中 第 ４ 号 を 削 り 、 第 ５ 号 を 第 ４ 号 と し 、 同 条 第 ３ 項 中 「 第 ５ 号 」 を 「 第

４ 号 」 に 改 め る 。  
第 46 条 第 １ 項 中 「 第 21 条 の 13 」 を 「 第 21 条 の 12 」 に 改 め る 。  
第 54 条 第 １ 項 中 「 施 行 令 第 21 条 の 11 第 １ 項 」 を 「 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ）

第 243条 の ２ 第 １ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 施 行 令 第 21条 の 11第 １ 項 」 を 「 地 方 自 治 法
第 243 条 の ２ 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

第 61 条 第 １ 項 中 「 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 」 を 削 る 。  
第 85 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 85条 　 削 除  
第 89 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 89条 　 削 除  
第 90 条 第 １ 項 中 「 第 43 条 第 １ 項 第 ５ 号 」 を 「 第 43 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 に 改 め る 。  
第 91 条 中 「 前 ２ 条 」 を 「 前 条 」 に 改 め る 。  
第 212条 、 第 213条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 第 213条 の ２ 中 「 第 21条 の 14」 を 「 第 21条 の

13 」 に 改 め る 。  
第 237 条 第 １ 項 及 び 第 238 条 中 「 第 243 条 の ２ 」 を 「 第 243 条 の ２ の ８ 」 に 改 め る 。  
様 式 第 ４ 号 （ そ の １ ） の 附 表 （ そ の １ ） を 次 の よ う に 改 め る 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 附表（その１） 

債 権 者 摘 要 金 額 

領 収 証 書 

番  号 
受 領 
年 月 日 

受 領 印 
収 入 
印 紙 

  

 
円 

  

 

 

小 切 手  

口座振替 
請 求 書 

 

  

 
円 

  

 

 

小 切 手  

口座振替 
請 求 書 

 

  

 
円 

  

 

 

小 切 手  

口座振替 
請 求 書 

 

 備考 
  １ この様式は、同一の勘定科目から同時に２人以上の債権者に対して支出する場合

に使用すること。 
  ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

様 式 第 ４ 号 （ そ の ２ ） の 附 表 （ そ の １ ） を 次 の よ う に 改 め る 。  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 附表（その１） 

債 権 者 摘 要 金 額 

領 収 証 書 

番  号 
受 領 
年 月 日 

受 領 印 
収 入 
印 紙 

  

 
円 

  

 

 

小 切 手  

口座振替 
請 求 書 

 

  

 
円 

  

 

 

小 切 手  

口座振替 
請 求 書 

 

  

 
円 

  

 

 

小 切 手  

口座振替 
請 求 書 

 

 備考 
  １ この様式は、同一の勘定科目から同時に２人以上の債権者に対して支出する場合

に使用すること。 
  ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

様 式 第 ５ 号 （ そ の １ ） （ 給 与 以 外 ） の 附 表 （ そ の １ ） を 次 の よ う に 改 め る 。  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 附表（その１） 

債 権 者 摘 要 金 額 

領 収 証 書 

番  号 
受 領 
年 月 日 

受 領 印 
収 入 
印 紙 

  

 
円 

  

 

 

小 切 手  

口座振替 
請 求 書 

 

  

 
円 

  

 

 

小 切 手  

口座振替 
請 求 書 

 

  

 
円 

  

 

 

小 切 手  

口座振替 
請 求 書 

 

 備考 
  １ この様式は、同一の勘定科目から同時に２人以上の債権者に対して支出する場合

に使用すること。 
  ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

様 式 第 ５ 号 （ そ の ２ ） （ 給 与 ） の 附 表 （ そ の １ ） を 次 の よ う に 改 め る 。  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 附表（その１） 

債 権 者 摘 要 金 額 

領 収 証 書 

番  号 
受 領 
年 月 日 

受 領 印 
収 入 
印 紙 

  

 
円 

  

 

 

小 切 手  

口座振替 
請 求 書 

 

  

 
円 

  

 

 

小 切 手  

口座振替 
請 求 書 

 

  

 
円 

  

 

 

小 切 手  

口座振替 
請 求 書 

 

 備考 
  １ この様式は、同一の勘定科目から同時に２人以上の債権者に対して支出する場合

に使用すること。 
  ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

様 式 第 41 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

様 式 第 43 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  
様 式 第 43号 　 削 除  

様 式 第 53 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  
様 式 第 53号 　 削 除  

附   則  
１ 　 こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
２ 　 管 理 者 は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 は 、 な お 従 前 の 例 に よ り 、 こ の 規 程 の 施 行 の

日 の 前 日 に お い て 改 正 前 の 第 54 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 現 に 公 金 の 支 出 に 関 す る 事 務 を
行 わ せ て い る 者 （ 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ５ 年 法 律 第 19 号 。 以 下 「 改
正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第
292号 ） 第 32条 の ２ に お い て 準 用 す る 改 正 法 に よ る 改 正 後 の 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律
第 67号 ） 第 243条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た 者 を 除 く 。 ） に 当 該 公 金 の 支 出
に 関 す る 事 務 を 行 わ せ る こ と が で き る 。  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 病 院 経 営 課 ）  
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